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平成２３年度（２０１１年度）第３回国民健康保険運営協議会会議録 

 

１ 開催日時 平成２４年（２０１２年）１月１２日（木） 

  午後２時０１分～午後５時２７分 

２ 開催場所 吹田市役所  全員協議会室 

 

３ 案件   （１） 国民健康保険料賦課限度額の改定について（報告） 

       （２） 国民健康保険条例の一部改正について（諮問） 

       （３） 国民健康保険赤字解消計画の見直しに係る国保財政状況 

           について（報告） 

       （４） その他    

 

４ 出席者  委員  竹内忍一会長、後藤恭平会長代理、村口始委員、島晃委員 

四宮眞男委員、小倉信幸委員、山本道也委員、大森洋子委員 

西田宗尚委員、友田光子委員、丸岡惇委員、 

大西春美委員、穴吹宏樹委員、和田季之委員 

       事務局  山中副市長、門脇福祉保健部長、守谷理事 

           齋藤福祉保健部次長、後藤国保高齢者医療室長、 

           漣総括参事、中井参事、堀参事ほか 

５ 署名委員 村口始委員、山本道也委員 

６ 傍聴者  １８名 

７ 議事 

（事務局）本日は、何かとお忙しい中、御出席を賜りまして、誠にありがとうござ

います。ただいまから、平成２３年度（２０１１年度）第３回吹田市国民健康保険

運営協議会を開催いたします。 

 まず、本日の協議会委員の御出席の確認でございますが、１４名中１４名の委員

の方の御出席をいただいております。 

      したがいまして、吹田市国民健康保険条例施行規則第５条による成立要件を満た

しております。 

      次に、本日の傍聴希望者の状況及び傍聴に関する規定について、事務局より御報

告いたします。本日は１８名の傍聴希望者がございます。吹田市国民健康保険運営

協議会の傍聴に関する取扱要領の規定では、定員５名となっております。定数５名

を超えておりますので、委員で協議をお願いします。 

     （会長）１８名の方に入っていただく余裕はありますか。 

     （事務局）会場には余裕がございます。 

     （Ａ委員）会場に余裕がありますし、市民の方に審議の内容を理解していただくた

めに、傍聴できるように取り計らっていただきたいと思います。 



 

  

- 2 - 

 

     （B 委員）傍聴定員を５名としている理由を教えてください。 

     （事務局）吹田市国民健康保険運営協議会傍聴に関する取扱要領がございまして、 

     第４条に傍聴人の定員は、５名とする。ただし、会場の状況に応じ、傍聴人を増減 

     することとする。と規定されております。５名になった理由は会議室の大きさから 

     入室できる５名程度になったという前例がございます。政策推進部が傍聴に関する

取扱要領の見本を作成したときに、それに倣ったということであります。協議会の

場所は、大きさの違いがございますので、委員の方で協議していただけたらと思い

ます。 

     （会長）それでは全員の方に傍聴をいただいてよろしいですか。 

       （異議なし） 

     （会長）御異議がないようでございますので、事務局は傍聴人を入室させてくださ

い。      

       （傍聴人入室） 

（事務局）それでは、竹内会長よろしくお願いいたします。 

（会長）ただいまから平成２３年度、第３回国民健康保険運営協議会を開会します。 

 それでは、本日の署名委員を指名させていただきます。村口委員、山本委員のお

二人にお願いしたいと存じますので、よろしくお願いいたします。本日は山中副市

長が出席しておられますので、あいさつを受けたいと存じます。 

（副市長）委員の皆様方には、公私何かと御多用のところ、国民健康保険運営協議

会に御出席を賜りまして誠にありがとうございます。 

 平素、皆様方には本市行政の推進につきまして、何かと、御支援を賜っていると

ころでございますが、とりわけ国民健康保険事業の運営につきまして、格別の御理

解と御協力を頂いておりますことに対しまして、厚くお礼を申し上げます。 

 今後とも、国民健康保険事業の健全な運営につきまして、一層の御指導、御支援

を賜りますようお願い申し上げます。 

 さて、国における医療保険制度改革の動きでございますが、政府は、平成２１年

（２００９年）１２月２０日に出された「高齢者医療制度改革会議」の最終とりま

とめ、本年 1 月 6 日政府与党の社会保障改革本部で正式決定された｢税と社会保障の

一体改革素案｣などに基づき、医療制度改革関連法案を今月開会される第１８０回通

常国会に提案する予定といたしております。 

 法案の詳細につきましてはまだ明らかにされておりませんが、本市といたしまし

ては、これらの改革に関しまして国の財政責任を明確にしていただき、被保険者に

不安や混乱を招くことなく改革が進められ、また、市町村の国保財政にとって負担

増とならないよう、注意深く見守る必要があると考えております。 

さて、本日、御協議をいただく案件でございますが、大きく２点ございます。 

第１点でございますが、国民健康保険条例の一部改正につきまして御協議をお願
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いいたします。 

条例改正の内容でございますが、国民健康保険料の前納報奨金制度の廃止につい

て、昨年８月の第２回運営協議会で御諮問申し上げ、御協議いただいたところです

が、協議会での賛否が拮抗し両論併記の御答申をいただきました。答申を受けまし

て、私どもも、十分な資料を提供させていただき、さらに熟議をいただく必要があ

ると判断いたしまして、９月議会への条例改正提案を見送って参いったところでご

ざいます。 

一方、税部門では９月議会で前納報奨金廃止の条例改正を御可決いただき、平成

２４年（２０１２年）４月より制度廃止の運びとなりました。 

また、今後の国民健康保険財政の見込などが明らかになる中で、前納報奨金制度

廃止の必要性が増大していると判断し、再度諮問させていただくことといたしまし

た。前回に引き続き真摯な御議論を賜り、御答申いただきますようよろしくお願い

いたします。 

第２点には、皆様にも御心配いただいております本市国民健康保険財政の状況に

ついてでございます。本市は平成２１年度から当時の累積赤字額約１９億円に対し、

赤字解消計画を策定し、一般会計繰入金の増額、保険料の見直し、収納率向上対策

等により、平成２５年度（２０１３年度）までの５年間で解消する取り組みを行っ

て参りました。 

しかしながら、単年度においても赤字基調が回復せず、平成２２年度（２０１０

年度）決算におきましては約４４億円の累積赤字を抱えるに至っております。 

このことから、昨年５月に所管におきましてプロジェクトチームを立ち上げ、医

療費や国保財政構造の分析を続けて参りました。 

赤字解消計画を見直し、平成２４年度（２０１２年度）予算に反映することが目

標でございますが、本日はその中間報告として、本市国保財政が、単年度収支にお

いて持つ構造上の問題点について御報告申し上げたいと考えております。 

本日の議論を踏まえまして、赤字解消計画素案につきましては、今月２６日にお

願いしております第４回国保運営協議会で御協議いただきたいと考えております。 

誠にタイトなスケジュールの中、重要な課題を御審議いただくことになり申し訳

なく存じております。 

 どうか、よろしくお願い申し上げます。 

（会長）それでは、「１ 国民健康保険料賦課限度額の改定について」を議題としま

す。 

事務局から報告を受けます。 

（事務局）引き続きまして保険料賦課限度額改定につきまして御報告させていただ

きます。平成２３年（２０１１年）３月の国民健康保険法施行令の改正に伴いまし

て国民健康保険料の賦課限度額について、医療分であります基礎賦課限度額を現行

の５０万円から５１万円、後期高齢者支援金等賦課限度額を１３万円から１４万円、
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４０歳から６４歳までの方に御負担頂いております、介護納付金賦課限度額を１０

万円から１２万円にそれぞれ改定させていただきます。 

この改定につきましては、平成２３年（２０１１年）２月３日の本運営協議会に

て、市議会で十分な審議が尽くされるように努めることとの付帯意見を付けて、了

承の答申をいただいており、平成２３年３月議会に上程させていただく予定でござ

いましたが、政令公布が議会審議に間に合わず、見送らせていただき、今回、平成

２４年（２０１２年）３月議会に上程させていただきますことをここで御報告させ

ていただきます。 

 なお、国は来年度限度額の引上げは行わないことから、本市におきましては１年

遅れとなりましたが、今回の引上げで国基準に追いつくことになります。 

（会長）事務局の説明が終わりました。御質問ございますか。 

（Ａ委員）賦課限度額を今回４万円引上げると７７万円になります。国民健康保険 

加入者の所得は全体的に低いのですが、一般的には、所得が中ぐらいの人が高額所

得者になり賦課限度額の対象者になってしまいます。その中で、収入の高い方もか

なり負担が重くなります。収入の低い方はなおさらです。 

今、７３万円の賦課限度額を、７７万円に引上げるというのは国民健康保険の財

政制度に対する信頼を損なうことにつながるのではないかと考えます。１００万円

を超える保険料とも言われているのですが、かなり無理な保険料となってきます。

この先の見通し、他市の状況、全国的な状況も含めて報告をお願いします。 

（事務局）保険料の賦課限度額の引上げにつきましては、最高限度額を引上げるこ

とによりまして中間所得層の保険料を基本的には引下げる、若しくは上がらないよ

うにするという形の効果をもっていると考えます。国の政令による限度額引上げに

よりまして、ほぼ全国で賦課限度額の改定が行われております。 

直近の動きは把握できておりませんが、府下でほとんどの市が限度額の引上げを行

っております。国の動きでございますが、本来協会けんぽ並みまで賦課限度額を引

上げるというのが国の基本的な方針ですが、先程、委員がおっしゃいました１００

万円という額が一つの想定になります。国民健康保険被保険者の所得構造と社会保

険被保険者の所得の構造が全く違いますので、国民健康保険の場合、社会保険に比

べると、所得が低い場合でも、賦課限度額に該当するという状況がございます。そ

の中で、本来毎年引上げるというのが国の方針であったようですが、今年見送って

いるというのは、やはり毎年引上げていくことについて、議論があるのかと考えま

す。 

今回につきましては、前回の運営協議会ですでに御了承いただいておりますとい

うことで、今回御報告を申し上げて、３月議会に上程して御審議いただきたいと考

えておりますので、よろしくお願いいたします。 

（Ａ委員）保険料全体を平均しても値上げをし、最高限度額も値上げをするというこ

とになりますと負担ばかり大きくなりまして、本当に問題であり、簡単に認められ
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ないと考えます。賦課限度額は昨年の政令公布で、どこの市も７７万円になってい

るのですか。吹田市は今年度遅れてということになりますが、全部の市町村がそう

なっているのですか。 

 （会長）今後の見通しについても、もう少し詳しい状況の説明をお願いします。 

（事務局）直近の状況は把握できていませんが、昨年の状況として１４市が７３万

円になっておりましたので、概ね１４市につきましては賦課限度額を引上げている

かと思います。吹田市では、平成２２年２月におきまして答申をいただいておりま

して、政令が出るのが遅かったので議会に間に合いませんでしたので、市長専決と

いうことになりました。昨年も、議会に間に合いませんでしたが、２年連続市長専

決はよくないということになりまして、見送らせていただきました経過がございま

した。他市につきましては、概ね賦課限度額が引上がっております。国基準に沿う

ように、年々上げていっております。 

そういう状況でございます。 

（事務局）トータルな保険料の問題と賦課限度額の関係についてもう少し御報告さ

せていただきます。保険料自体の値上げをしないとなりますと、保険料総額はどう

なるのかという問題になりますので、それぞれの負担がどうなるのかという議論に

なってくると思います。賦課限度額といいますのは、賦課限度額の引上げの部分に

つきましては、保険料総額は変えないで、その中で分配方法を変えるということに

なりますので、高所得の方に負担を求めた部分につきましては、どこかでその部分

が減るということになります。もし、これは仮定でございますが 保険料の引上げと

限度額の引上げが、同時に実施された場合、中間層以下の所得層の方については、 保

険料引上げが軽減されるものと考えております。 

（Ａ委員）収入が８００万円程度を超えると、賦課限度額相当額に該当するという

ことですが、来年度も変えない方針なのでしょうか。賦課限度額に該当する方の収

入が７００万円になったり、６００万円になることはないのでしょうか。 

（事務局）計算上、賦課限度額が変わっていけば、所得階層も少しずつ変わってき

ますが、数万円の賦課限度額の引上げで所得の階層が１００万円も下がるかいうこ

とは絶対ありませんので、現行の状況がほぼ続くものと考えております。 

（会長）他に御意見ありますか。 

（C 委員）所得が低いので該当しないから、関係ありませんということではなく、

国民健康保険というのは、最初のごあいさつにありましたように社会保障の域であ

るということで、その観点からいきますと、消費税も上がるかもしれないと世間で

言われていますが、所得が多いから、多少は保険料が高くてもよいということには

ならないと考えております。社会保険なら保険料が会社と被保険者が折半で、国民

健康保険ならば国と被保険者で折半というところからきていたのが、国の負担分が

どんどん減ってきているという現状があります。吹田市もそうであると思うのです

が、その考えからいきますととても値上げは認められないと考えております。 
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資料２ページ（３）介護納付金賦課限度額１０万円から１２万円の改定、及び 

（２）後期高齢者支援金等賦課限度額１３万円から１４万円の改定とありますが、

軽減に該当するのは所得がどのくらいのところでしょうか。 

（事務局）私の手持ちの資料で、介護保険料を含みましたら、年齢でいいますと４

０歳以上の方から６４歳までの方になりますが、所得で６８０万円の方までは軽減

となります。介護保険料を含まない方につきましては８００万円くらいまでの所得

の方が、軽減になるということです。 

（会長）この件については昨年の運営協議会ですでに了承の答申を出しています。

政令公布が３月末になりましたので、１年遅れて改定の報告を受けていますので、

御了承をお願いします。他に質問はございませんか。 

   （質問なし） 

（会長）それでは、次に「２ 吹田市国民健康保険条例の一部改正について」を議

題とします。これにつきましては、市長より諮問がございます。ここで副市長より

諮問書をお受けいたします。 

   （副市長より会長に諮問書手渡し） 

（会長）ただいま、諮問書をお受けいたしました。事務局から前納報奨金の廃止に

係る吹田市国民健康保険条例の一部改正（案）について説明を受けます。 

（事務局）吹田市国民健康保険条例の一部改正（案）について御説明させていただ

きます。本件につきましては、平成２３年（２０１１年）８月３１日に開催された、

第２回国民健康保険運営協議会において、御審議いただき、主な賛成、反対の御意

見を併記する形での御答申をいただきました。 

このたび、改めて吹田市国民健康保険条例の一部改正（案）につきまして御審議

いただきたく、提案させていただくものです。よろしくお願い申し上げます。 

それでは資料に沿いまして、今回の改正内容の御説明をさせていただきます。 

お手数ですが、４ページの案件２－資料１「吹田市国民健康保険条例の一部改正

（案）について」をご覧ください。 

前納報奨金制度を廃止するために、吹田市国民健康保険条例の一部改正を行おうとす

るものです。国民健康保険料の前納報奨金制度は、納付意識の向上、早期収納等を図る

ことを目的とし、納期前に納付された保険料に一定の率と前納月数を乗じた額を報奨金

として交付するもので、昭和３５年１０月 1 日に施行された吹田市国民健康保険条例に

おいて規定され、現在に至っております。しかしながら、その後の経済発展や口座振替

制度の普及促進等により、当初の目的である納付意識の向上、早期収納等を図ることが

既に達成されたものと考えております。 

さらに、国民健康保険料の前納報奨金の予算額については、平成２０年度（２００８

年度）以降、約５，０００万円を計上し、多額の累積赤字を抱える国民健康保険財政の

負担要因のひとつとなっており、また、平成２４年度（２０１２年度）以降も単年度赤

字が見込まれる中、今後は前納報奨金に要する財源を確保するのが困難となっておりま



 

  

- 7 - 

す。 

 なお、既に制度を廃止した市においても、本制度を廃止したことによる収納率の低下

は見られません。 

（改正内容）納期前納付に係る報奨金の規定を削除するものです。（現行・改正案対照表 

資料２のとおり） 

（施行期日）平成２４年４月１日から施行します。 

引き続きまして、５ページの案件２の資料２ 「吹田市国民健康保険条例 現行・

改正案 対照表」をご覧ください。 

今回の改正案は、第２４条第２項を削除するというものでございます。 

続きまして、６ページの案件２－資料３の「国民健康保険料 前納報奨金支払実

績」ですが、平成１６年度以降の前納報奨金の支払い実績を示しております。 

平成２３年度分につきましては１２月末現在での状況をお示しいたしております。 

続きまして、７ページの案件２－資料４、「国民健康保険料（税）前納報奨金制度

調査集計表」ですが、平成１８年度時点で前納報奨金制度が存続していた、大阪府

下の１７市を対象に、前納報奨金制度の有無、廃止年度、廃止前の年度と廃止年度

における収納率の変化、廃止理由をお示しいたしております。   

なお、平成２０年度に廃止した各市において、一様に収納率を下げておりますが、

これは、この年から後期高齢者医療制度が始まったことにより、収納率の高かった

７５歳以上の方が国民健康保険から外れた影響によるものと考えております。 

最後に、８ページの案件２－資料５の「平成２３年度 前納報奨金支払状況」で

すが、所得階層別で見た支払状況の構成割合等をお示しいたしております。数値に

つきましては、平成２３年１２月末日現在でございます。 

以上、条例改正案と資料の御説明をさせていただきました。 

よろしく、御審議いただきますようお願い申し上げます。 

（会長）事務局の説明が終わりました。御質問ございますか。 

（Ａ委員）前納報奨金の問題で報奨金を廃止した市ですが、収納率が下がったのは

年金者、高齢者の方が後期高齢者医療制度の方に移行したからという説明がありま

したが、それであれば資料も、前年度までの加入者でありました後期高齢者を除く

保険料の収納率についての資料を出すことはできないのですか。後期高齢者以外の

階層の収納率を出してもらわないと、上がっているかどうかわからないでしょう。 

（事務局）詳しい年令階層のデータにつきましては、本市の部分では、作成できま

すが、他市の部分ですので、そのようなデータを取入れておりませんので、 何歳ま

でという形で出すのは、不可能と考えております。私どもの判断基準といたしまし

ては 、この時点で、全国平均で前納報奨金廃止の有無にかかわらず２％下がってお

ります。本市においては２．３％下がっております。この影響につきましては、後

期高齢者の方の収納率は確かに高いですから、その分を差引いた影響であると考え

ております。その範囲内であれば、前納報奨金の廃止による影響ではないと判断い
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たしております。併せまして、２１年以降に廃止いたしました箕面市、２２年度に

廃止いたしました東大阪市につきまして、当然前納報奨金の廃止ということになり

ますとさらに徴収努力もするということになりますが、そういう形では逆に上がっ

ていることを根拠といたしまして、下がらないと考えております。 

（Ｄ委員）現在の市の財政、国民健康保険特別会計の収支を見ていると、良くなっ

ていくことは非常に難しい状況です。４月から前納報奨金廃止ということですが、

例えば今後税収が良くなってくる、あるいは、国民健康保険特別会計の赤字が減少

するような傾向が出てきたとします。２００万円から３００万円の所得の方の前納

の収納率は３２．６９％ありますが、例えば所得制限をかけて前納報奨金をもう一

度復活する、あるいは完全にこのまま廃止してしまうのか 、そのあたり教えてくだ

さい。 

（事務局）この機会に全面的に廃止と考えております。 

（Ｃ委員）資料では１７市の比較がでているのですが、その他の市は廃止なのです

か。まだ残っているところは若干あるのでしょうか。 

（事務局）吹田市も含めまして上から５つ 吹田、高槻、茨木、羽曳野、四條畷、そ

の５市が残っているということです。 

１８年度以降で残っているは、１７市ということでしたので、それ以前のものは

すべて廃止となっております。 

（Ｅ委員）資料の８ページのところで、平成２３年度の前納報奨金支払い状況が出

ております。これを見ますと、高額所得階層の前納率は高くなっております。所得

階層の低い方も前納率が２６．８パーセントとかで、ささやかでありますが、報奨

金を励みに頑張っておられます。そのことをどのように考えられますか。 

（事務局）Ｅ委員のおっしゃいました内容につきましては、前回の運営協議会でも

御指摘いただきまして、私ども日常業務をしている中で、本当に苦しい生活の中で、

保険料の前納などをしていただいているありがたさを非常に感じております。しか

し前納報奨金につきましては、本来早期収納、若しくは確実に収納していくという

目的のため実施しております。この目的を達しているということでは、止めざるを

えないのではないかと考えております。 

また、一部の所得階層に限って実施するということは、非常に国民健康保険の制

度的に難しいので、全体の被保険者の皆様に活かしていけるような方策がないかと

考えております。 

（Ｅ委員）所得階層の高い方、中間階層の方、所得階層の低い方との対立が生じる

ようなことは、よくないという気持ちは持っているのです。 

例えば、所得が８００万円を超えている人たちの、前納報奨金の占める割合が２

３．８１％です。それではこの階層の方の前納報奨金を止めたらいいのではという

議論になってきます。 

そうなれば、被保険者の中でお互いが対立しあうようになり、よくないことであ



 

  

- 9 - 

ると思っております。 

所得の低い階層に属する方が、前納報奨金があるということで、つつましい暮ら

しの中で少しでも積み立てをして前払いをしている、先ほど、このことを評価して

いただいている答弁をいただきましたが、できれば前納報奨金の制度は続けて実施

していただきたいです。予算は、５，０００万円と出ていますが、ただ、前納でき

る人は余裕がある人だという声が前回もありましたが、前納する人は所得階層の高

い方以外は、余裕のない中で工夫しているのが市民の声ではないのでしょうか。そ

の市民の暮らしの部分に目を向けていただきたいと思っております。これは意見で

す。 

（Ｂ委員）前納報奨金廃止理由として、後期高齢者医療制度被保険者との公平性が

あげられていますが、後期高齢者の方は前納報奨金制度がないのですか。特別徴収

の方も、前納報奨金はないのですね。年金天引きでは無理ですから。 

（事務局）大阪府では後期高齢者医療制度内で、前納報奨金の制度はございません。

そういう意味では不公平が生じるかもしれません。後期高齢者の方につきましては、

年金から徴収というのが原則となっております。年金額が保険料額の半分を超える

方につきましては、年金からの徴収ができませんので、納付書によるお支払いの方

も一部おられます。 

（Ｆ委員）案件２の資料４をみましたら 近隣の高槻市、羽曳野市、四條畷市につい

ては、廃止の予定はなしとなっております。特に高槻市を見ましたら 一度検討した

が廃止せずとありますが、なぜ廃止されなかったか教えてください。 

（事務局）高槻市は、市税の方は平成１８年度廃止で、国民健康保険も特別徴収導

入時に検討しましたが、特別徴収は前納報奨金がないので、公平性の観点から議論

が行われたと聞いております。 

（事務局）高槻市では、平成２０年度の廃止に向けて運営協議会で議論された中で

は当局提案は廃止だったのですが、運営協議会の中で、前納報奨金の支払方法をま

ず変えるということで、吹田市が実施しています当初の納付書で差し引き納付が一

年分、１０回分の一括納付ができるというのとは別に、３か月分前納しても当月分

は対象になりませんが翌月分と翌々月分は前納報奨金の対象になるという制度がご

ざいますが、この部分を高槻市は廃止をされました。それともう一点は、前納報奨

金の支給率の引下げをされて制度を残されたと伺っております。 

（Ｇ委員）前回８月開催の会長の整理された答申書があるのですが、反対意見が４

つに集約されて書かれています。低所得者の方への配慮に欠けているとか、他面的

なデータの提示がないとか、収納率向上策については多角的に検討されるべきであ

るとか、４４億円の赤字解消の全体像を示すべきであるとか、このような意見に対

して、今回の提案に対して、対策を立てていらっしゃいますか。 

（事務局）今回の対策はということで、前納報奨金の制度については早期収納を図

ることを目的にしたもので、低所得者対策としては、別途の方法で対策するものと
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考えております。 

まず、現行の低所得対策について御説明いたします。国の制度で軽減措置という

ものがあります。これは保険料の応能分、これは、均等割、平等割分ですがこの部

分を申請することなく、所得、世帯人数によって７割、５割、２割の軽減措置を講

じております。全体で２１，９２６世帯、 ４２．８％の世帯がこの軽減を受けてお

られ、軽減額は９億４，０００万円となっております。２番目に、会社都合などで

退職された方につきまして、非自発的失業者にかかる軽減措置というのがございま

す。前年の給与所得を３割で計算することとなります。また、これにより収入が下

がることになりますので、先に御説明いたしました７割、５割、２割という軽減措

置に該当になれば、この適用も受けることができます。平成２２年度に１，６２７

件 sxw32 を受理しており、この経費として、 国より約６，０００万円の特別調整

交付金を受けております。３番目に、本市独自の減免制度がございます。災害に遭

われた方、前年の所得が３割以上下がった方などは、条例によります減免制度にて、

御相談を受けております。平成２２年度実績で３，３１１件、２億３，０００万円

の減免を受付けております。これらを合計すると２６，８６４件、金額にいたしま

して１２億３，５００万円、一部重複する世帯もございますが国保世帯の５２．４％

が軽減、若しくは減免を受けていることになります。 

さらに減免後におきましては、支払の困難な方につきましては、保険料分納の相

談に応じるなど、きめ細やかな対応をしております。併せまして、今後、さらにき

め細やかな低所得者対策の検討が必要という御指摘がございましたので、国は今後

医療制度改革の中で、保険料の軽減拡充など財政基盤強化の考えを示しております

が、その中で本市としてどのよう対応ができるかということに検討して参りたいと

考えております。 

（Ｇ委員）そうであるなら、今回配布されている資料は、前回の８月に配られたの

とあまり変わらないと思いますので、おっしゃられたような低所得者への配慮とか、

これとは別にこんなこともありますとか提示していただくと、わかりやすいですが 

８月と同じ資料では前回と同じやりとりになると思いますので そこのあたりを御

返答いただきたいと思います。 

（事務局）前回の８月におきまして、保険料軽減の説明が十分にできておりません

でしたが、軽減制度について御説明をさせていただきます。御指摘がございました

ように、さらに保険料の軽減ができないかということでございますが、保険料の軽

減は、世帯構成と所得によって、変わってきます。世帯を分離することにより軽減

率が変わることもございますので、世帯の所得構成についてもあわせて御相談させ

ていただきますので、よろしくお願いします。 

（会長）質問は８月３１日の答申の反対意見に対して、今日までいかなる検討がさ

れてきたかということです。いまの答弁は最初の部分だけですので、追加で答えて 

ください。 
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（事務局）反対意見の２番目にあります、収納率の低下の可能性のデータ提示がな

い、説明も納得のいくものになっていないと反対意見として書かれておりますが、

前納報奨金の廃止によって、収納率が本当に下がらないという根拠があるのか、と

いう御指摘につきまして本市におきましては平成１０年度に前納報奨金の率を５％

でから３．５％、平成１５年度には３．５％を２％に引下げました。平成１０年度

の収納率は、前年の平成９年度と比較しまして０．８７％低下しております。平成

１５年度では１４年度と比較しまして０．２５％上昇しております。他市の例で見

ますと、平成２１年度に廃止いたしました１７市のうち、 豊中市、箕面市、東大阪

市の廃止前年度、廃止年度、廃止翌年度の収納率を比べてみますと廃止年度の収納

率は、３市とも廃止前年の率を上回っているということでございます。前納報奨金

を廃止しましても収納率には影響はないと考えております。 

（G 委員）私より前回反対意見を出された方が、先程の説明で御理解、御納得され

るかどうかが問題かと思います。以上です。 

（Ｈ委員）他市が前納報奨金を廃止したときの収納率と廃止後の収納率の向上とい

う話しをされたのですが、収納率向上に対して何か特別にされているのですか。 

（事務局）先程、例にあげました豊中市、箕面市、東大阪市ですが、豊中市につき

ましては全庁的な債権管理システムを立ち上げまして、税も国保もその他の債権も

含め扱うところを設けております。なおかつ、国保の中で、国保収納課というのも

立ち上げて徴収に頑張られたということでございます。箕面市につきましては、委

託でコールセンターを設置したと聞いておりまして、１年後には １チーム増員され

たということです。東大阪市につきましては口座振替の推進ということを挙げてお

られました。 

（Ｈ委員）吹田市は何をするのでしょうか。 

（事務局）来年度よりコンビニ収納の実施ということで金融機関の開いている時間

でなくても納めることができるということです。収納嘱託員の取扱いを変えまして、

電話催告を強化していくということです。現在も職員による休日夜間相談窓口を設

けたり、職員が休日に家庭を訪問したりしております。徴収強化のために来年度は、

正職員２名増員となっております。 

（Ｈ委員）そのような、収納率対策の方策に対して費用的にいくらくらいかかるの

でしょうか。 

（事務局）現在コンビニ収納について、手数料１件につき６２円、現在予算要求し

ておりますのが６万件を想定しておりまして、コンビニ収納が開始されますと手数

料といたしまして、３７２万円を想定しております。 

（事務局）コンビニ収納に係る費用は、御報告申し上げたとおりでございますが、

増員に伴う人件費についてでございますが、一人あたり標準的な人件費を９００万

円でみておりますので１，８００万円の増、基本的には現在雇用しております収納

嘱託員の勤務体系、給与体系を変更いたしますが、内容的には現行の予算範囲内で
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実施するということを考えております。 

（事務局）コンビニ収納について補足させていただきますと、システム改修費とし

まして、１回だけの経費となりますが４，１００万円かかっております。これは、

単年度のみということになります。それ以外におよそ１９万円の基本使用料がかか

ってきます。それぞれの納付義務者の方がコンビニを利用された場合には、消費税

込みで６２円という手数料がかかり、約３７０万円見込んでおります。 

（Ｈ委員）６２円の単価で６万件ということですね。 月５，０００件を予定してい

るということでよろしいですか。これは、新規にコンビニで保険料を納付するとい

う方が増えるという考え方なのですか。 

（事務局）国民健康保険料納付書ですが、現在１０期に分けて納付書を交付いたし

ておりますので、１世帯あたりに１０枚の納付書が想定されています。納付相談に

も応じておりますので、分割納付の納付書も想定されております。それを含めまし

て６万というのは、現在納付書で納付されていました、納付書納付実績の４０％を

想定しております。 

（事務局）Ｈ委員の御質問ですが 今まで納めることができませんでしたが、今後は

コンビニで納める方の数、金融機関で納めていましたがコンビニで納めるほうが便

利なので、コンビニで納める方の数というのがあります。これらを合わせまして４

０％という数になると考えております。 

（Ｈ委員）４０％、６万件というのは、年間の数字でしょうか。 

５，０００件というのが、振込者の４０％ということなのでしょうか。コンビニ収

納は、どのような方に対して便宜を図るのでしょうか。 

（事務局）現在の勤務スタイルは、多岐になってきております。その中で日中に金

融機関に出向いていただくことが困難になっております。 現在、納付される御意志

があるにもかかわらず、勤務状態等で金融機関に行っていただくことができない方

を対象にしましてコンビニ収納を実施させていただきます。４０％の根拠なのです

が、現在先行導入されている他市の実績では、納付書払いで、納付されている方の

４０％がコンビニ収納を利用されているという調査の結果が出ております。 

（Ⅰ委員）前納報奨金制度の廃止と納付率は、直接関係ないことで前納報奨金制度

の廃止をしなくても、収納率を上げるということは当然しなければいけませんし、

前納報奨金制度自体に関しては、国民健康保険の制度や今後の見込みを考えると、

廃止をするのもやむを得ないと考えております。前納報奨金を廃止したら、収納率

を下げるわけにはいかないというモチベーションが作用して、収納率が上がるので

あれば、早いうちから収納率を上げてほしかったと思います。いずれにいたしまし

ても、前納報奨金にかかる予算額というのは大きいですから、赤字削減計画の中で

考えると廃止もやむを得ないのですが、引続き保険料の減免制度も必要ですが、保

険料を払っていらっしゃらない方の徴収対策も充分に行い、収納率を上げる努力を

していただきたいと考えます。 
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（Ｊ委員）平成２２年度末で４４億円の赤字を抱えているということで、全体像の

中での前納報奨金の廃止について、どのように検討され、位置付けをされているの

か教えてください。 

（事務局）４４億円の赤字との関係ということですが、国保財政の現状につきまし

て、室内にプロジェクトチームを立ち上げまして、若手職員も合わせまして、いろ

いろと検討をさせていただきました。前納報奨金の５，０００万円ですが、これに

つきまして事務費ということで、一般会計繰入の対象として取扱っております。そ

の方法につきまして、大阪府から何も言われたことがなかったのですが府としまし

ても広域化の施策を見通しまして、市町村の赤字解消であるとか保険料のあり方に

ついて、非常に強い指導をしてきております。どのような一般会計繰入が適当であ

るか、どのような一般会計が適当でないという基準を、今年度示されまして、大阪

府特別調整交付金という補助金がございますが、その算定基準に適切な繰入金をし

ているところはプラスですが、不適切な繰入金をしているところはマイナスだとい

うことを通達してきております。その中では財源につきましては事務費として一般

会計繰入をするのは、不適切であり保険料に上乗せすべきであるということを、大

阪府は指導しています。もしそうなりますと、このことにより、５，０００万円保

険料が増額されることになりますので、私たちも危惧しております。また、これに

つきまして一般会計繰入自体もどのような形で、全体像を組替えていくかについて

は議論があるところですが、この部分について前回の運営協議会でもいろいろ御指

摘がありましたが、全体の国保財政を健全化に向かうような方法で一般会計繰入が

できるか、いろいろ検討させていただいているところでございます。庁内でも、関

係部局と引続き協議をさせていただいた上で、御報告します。 

（Ｊ委員）低所得者の方が、前納報奨金制度を利用いたしまして、懸命に保険料を

納付されているという発言がありましたが、保険料の減免や軽減措置があるという

ことを、市民の方にお知らせすることが、何よりも大事であると考えております。

そのような周知は、どのようにされているのでしょうか。 

（事務局）軽減につきましては、世帯構成により所得が違ってきますので、世帯を

分けることにより、軽減割合が上がることもございますので、窓口の担当者が充分

な説明をしますので、お願いします。 

（事務局）減免につきましては、制度を周知することを躊躇しておりましたが、被

保険者の納付状況、生活状況を見まして、必要な減免、軽減につきましては、積極

的にお知らせしていく必要があると考えております。国が示しました非自発的軽減

につきましては、失業された方の保険料は優遇されます。非自発で退職された方が

保険料を支払うことは大変ですし、滞納が生じた場合、その後の処理も大変ですの

で、積極的に通知文書も送って、お知らせをしようと取組んでおります。基本的に

は制度については一部の方が知っていたり、知らなかったりすることのないように

していくべきだと考えておりますので、可能な限り広報等で周知させていただきま
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す。 

（Ｊ委員）今まで、周知を抑えていたとことは、減免制度があるにもかかわらず、

国民健康保険被保険者の方が知らなかったというのは大変申し訳ないことであり、

苦しい中で保険料を納められていることの対応も含めて、通知等で周知を強く求め

ます。 

（Ｅ委員）議論が報奨金の廃止のことから、収納率アップの方へ進んでおりますが、

保険料を未払いで済ませようという方は、少ないと思います。払いたいが払えない、

そのような生活状況の中で苦労している市民が多いのです。経済状況が良くなれば、

納付していくということになりますので、国保高齢者医療室と他の部局との専門の

方々で、吹田市の財政を活性化し、良くなるような方策をとっていただきたいと要

望いたします。消費税が上がるとか、復興税がどうなるとか、復興のための支援だ

とか、また、医者にかかると１回につき１００円の負担増が強いられるとか耳にい

たしますと、市民は暮し向きが内向きになってしまいます。経済全体と国民健康保

険料は連動しているので、そのあたりを、所得者への配慮と同時に、経済活性化を

含めお考えいただきたいです。 

（副市長）Ｅ委員からの大局的な御意見をいただいたと思います。国民健康保険の

制度設計は国が行っておりますが、吹田市の国民健康保険の中でいかなることがで

きるか、もちろん国が定めた減免制度もありますが、それらを積極的に活用してい

ただいて、納付していただきたく思います。国民健康保険は、相互扶助で成り立っ

ているということもあります。今後も、国に保険料を支払いやすくなるような保険

制度になるように要望を続けさせていただきます。抜本的に吹田市の経済状態が変

われば、市民の懐も変わってきて国民健康保険料も支払いしやすくなるような、経

済循環になるようにということを、要望されたと理解いたしました。吹田市といた

しましては、地元経済が潤うような施策の模索をしながら、いろいろな設計を検討

させていただいております。その点につきましても、頑張っていきたいと考えてお

りますので、よろしくお願いします。 

（Ｋ委員）保険料を本当に支払えない方、払えるけれど払わない方、このような方

の見極め、分別を市としてはっきり把握してください。 

（事務局）保険料の納付期限を過ぎますと、２０日後ぐらいに督促状が発行され、

未納が更に続くと、催告書送付、職員による電話催告、収納嘱託員による家庭訪問

などを実施しております。現在、緊急雇用対策としてコールセンターを設け、電話

催告事業をしておりますが、初期対応といたしまして、初めて保険料を滞納された

方にどのような理由で払えなかったか事情をお聞きしております。保険料が賦課さ

れていることさえ知らない方もいらっしゃいますし、支払いを忘れていた方、払う

意思があるが、払えない人もいらっしゃいます。電話や窓口での接触を通じまして

て、状況を見極めることに重点を置いております。 

（Ｌ委員）前納報奨金を廃止して、浮いた予算は国民健康保険特別会計で使えるの
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か、一般会計にそのまま流れるのかを、もう一度答弁をお願いします。 

（事務局）前納報奨金の予算は、財源が一般会計繰入金ですのでその分をお返しす

るということです。私どもの考えといたしまして、一般会計の繰入金は財政室との

折衝もございますが、その中で必要な分については、必要項目に当てさせていただ

きたいということで引続き折衝してまいります。 

（Ｌ委員）まだ決定されていないということでよろしいですか。 

（事務局）前納報奨金の廃止について決定されておりませんので一般会計繰入を来

年どうするか、国民健康保険の予算編成方針が、去年の１２月２８日に国から出さ

れていまして、予算編成作業中ですので、その中で方向性を出してまいります。 

（Ｌ委員）非常に重要なことだと思いますので、副市長から、お答えいただきたい

です。 

（副市長）予算案につきましては、まだ、確定はしておりません。なおかつ、御審

議していただいております前納報奨金制度の在り方によりましても、国民健康保険

の予算の立て方というのは変わってまいります。前納報奨金の５，０００万円につ

きましては、２３年度までは一般会計から国民健康保険特別会計に繰入れられてお

りました。大阪府の方から、赤字解消に資するための一般会計繰入をした場合、そ

の分を特別調整交付金の一定の減額措置をとりますという通達がありますので、そ

の点もふまえながら２４年度予算の一般会計繰入について、考えているところです。 

（Ｌ委員）前納報奨金制度の趣旨は早期回収であると聞いています。早期回収につ

いて、制度を廃止することは、問題であると考えていらっしゃらないのでしょうか。 

（事務局）前納報奨金制度につきましては、納付意識の向上を図ることにより、早

期収納に役立ってまいりました。キャッシュフローについては、市の会計で説明さ

せていただくと、御存知のように一般会計と特別会計とがありますが、市全体とい

たしまして、大きな金庫があり、その中に各種会計の引出しがあるというイメージ

です。その大きな金庫の中から随時会計別の区別をせず、支払をしていきますので、

国民健康保険の支出について、国民健康特別会計の引出しからしか、支出できない

ということではありません。従いまして前納報奨金制度を廃止することにより、年

度当初の収納率が例年より下がるということがあったとしても、そのことが資金不

足に陥るとかいうことではございません。また、２１年度以降に前納報奨金を廃止

しました豊中市、箕面市、東大阪市は、確かに当初賦課のときの前納率はやや下が

るのですが、最終的には１月から３月の間に追いついて、収納率は前年を上回って

おります。 

（Ｌ委員）早期回収は、キャッシュフローだけではなく、催告書を出されたり、訪

問されたりとか、無駄な手間も増える可能性もある。毎月、支払う人が増えてきて、

1 か月支払うのが遅れたりする方が、増える可能性も考えられる。そのようなランニ

ングコストのことは、近隣他市から聞いていらっしゃらないのですか。 

（事務局）近隣市につきましては、先程も申し上げましたが、豊中市が債権管理室
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というのを設けまして、全庁的な市の債権の回収を図り、国民健康保険の中でも収

納専門の国保収納課を立ち上げていて、他市も従来と同じではなく、コールセンタ

ー立ち上げということもしています。 

（Ｌ委員）なぜ、早期回収のことばかり聞くかといいますと、国民健康保険は、時

効が短く２年であると聞いています。時効とかに関して、何億というお金が１年ご

とに消えていると思います。そのあたり、どのように考えていらっしゃるのかお聞

かせください。 

（事務局）国民健康保険の不納欠損金額が、約６億円弱ございます。未納額、滞納

繰越調定額が、２０億円程度でございます。トータルで考えますと、前納によって

年間の保険料４割程度が、まず６月末から７月当初にかけて入金されているという

のが現状ですが、 前納報奨金制度が廃止されても、前納されていた方が滞納に流れ

られるということを、私どもとしては、低く見積もっております。手間といたしま

しては、１回で支払われていた方が、納期限ごと１０回に分けて収められた場合、

消込みの手間が１回で済むところ１０回かかりますが、一方で滞納される率がどう

かという判断で行きますと、御指摘のように、督促状の発送件数は増えてくると考

えられますが、前納報奨金廃止により、収納率が低下するとは、考えておりません。

ただ、消込みは、１回で済むのが１０回になる可能性もあり、事務の手間が増える

という認識はございます。 

（Ｌ委員）手間のために、６億円が消えているのですね。１件当たりの金額はわか

りませんが、６億円分になりますと、相当手間が必要になるはずです。手間という

のは、人も予算も必要になり、ランニングコストも考えながら、検討していただき

たく思います。 

（Ａ委員）前納報奨金制度廃止に関して、前回の運営協議会で反対意見として出さ

れた内容が、解決されていません。経営の面からのみ考えられたもので、低所得者

の方への配慮に欠けていることについて、前進しているわけでもなく、４４億円の

赤字解消全体像を示したうえで熟議されるべきである、という反対意見もありまし

た。これにつきましても、次回以降ということですね。答弁にありましたが、 前納

報奨金は、一般会計からの繰入となっていて、前納報奨金を廃止したから、一般会

計繰入を減らされては、国民健康保険特別会計の改善にはつながりません。その意

味では、一般会計からの繰入を増やすことをして、国民健康保険料の値上げを抑え

るということをどのようにしていくか、ということが問題になります。赤字解消計

画の全体像を示していただかないと、先に前納報奨金を廃止して、一般会計繰入金

を減らすということだけを、先に決めてはいけません。資料を見ますと、国民健康

保険料の改定だけで赤字解消しようとすれば、２０．４％国民健康保険料を引上げ

ることになります、ということですが大変なことです。大阪府は、法定外一般会計

繰入をしないように、指導されているわけです。年間８億円、大阪府や国の言いな

りになり、減らすとなれば、１人当たりで約１万円の保険料が上がることになりま



 

  

- 17 - 

す。国民健康保険料の２割の引上げ、法定外一般会計繰入をやめるということで、

３割くらいの引上げになり、到底認められません。赤字解消計画をどのように示さ

れるか、一般会計繰入を減らしたりしないのか、ということがはっきりしませんと、 

前納報奨金だけを廃止することだけを、認めるわけにはいきません。以上、意見で

す。 

（会長）他に質問はありませんか。特になければ質疑を打ち切りたいと思いますがよろ

しいですか。それでは、答申をとりまとめるために、休憩とします。 

（休憩） 

（会長）会議を再開いたします。答申案を私から朗読をさせていただきます。諮問さ

れた吹田市国民健康保険条例の一部改正（案）について、原案どおり改正すること

を了承する。ただし、前納報奨金の原資である一般会計繰入金は国民健康保険特別

会計で活用するよう求める、ということにいたしました。ただいま朗読しました答

申案に御異議ございませんか。 

 （なし） 

異議なしと認め、答申案どおり答申をさせていただきます。 

それでは、次の議題３「国民健康保険赤字解消計画の見直しに係る国保財政状況」 

について事務局から報告を受けることにいたします。 

（事務局）案件 3「国民健康保険赤字解消計画の見直しにかかる国保財政状況につい

て」御報告させていただきます。 

 資料といたしましては、「すいたん」が印刷されております運営協議会参考資料「国

民健康保険財政の問題点について」（以下参考資料という）を中心に、先程まで説明

に使わせていただいた国民健康保険運営協議会資料の９ページ以降をご覧いただき

ながら、御報告申し上げますのでよろしくお願いいたします。 

 副市長の御挨拶にもございましたように、国民健康保険の累積赤字は平成２２年

度（２０１０年度）決算で約４４億円に達しております。国保高齢者医療室におき

ましては平成２３年（２０１１年）５月、室内にプロジェクトチームを設置し、医

療費分析や国保財政分析を進め、年度内に現行の赤字解消計画の見直しを含めた議

論を行い平成２４年度（２０１２年度）予算に反映させることを目指してまいりま

した。今後の具体的な対応については、さらに内部協議を進めまして、次回、１月

２６日開催予定の第４回運営協議会で御審議いただきたいと考えておりますが、本

日はその前提として、国民健康保険財政の問題点について御報告申し上げ、御意見

を賜りたいと存じます。 

まず、国民健康保険財政の問題点についての資料の２ページをご覧ください。左

側の二つ目の黒丸に記載しておりますように、現在の赤字解消計画は、平成２０年

度に確定しておりました１９億円の累積赤字に対してのみ着目し、その５年間での

解消を目指したものでございました。しかし単年度収支の構造についての十分な検

証ができておらず、結果として単年度収支における赤字基調を脱することができず、
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累積赤字を拡大させることになりました。 

もう一方の資料の９ページをご覧ください。平成１２年度（２０００年度）以降

の決算額の推移をお示ししております。本市国保財政は平成１４年度（２００２年

度）以降累積赤字に転じまして、その後平成１６年度（２００４年度）、１７年度（２

００５年度）の単年度黒字はありますが、基本として単年度において赤字基調で、

累積赤字を拡大してきております。単年度赤字のピークは平成２０年度の２１億９，

７７２万７，０００円で、平成２２年度には単年度赤字額が減少しているように見

えますが、実際には平成２０年度の前期高齢者交付金の過年度精算分約１０億円が

平成２２年度に歳入していること、赤字解消のために一般会計から２億６，６００

万円が繰入れられていることから単年度赤字基調はなんら変わっていないものと考

えられます。それではなぜこのような赤字基調が長年にわたって続いているのかを

考えました。 

参考資料の２ページにお戻りください。右側の黒丸で保険料算定を検証しており

ます。平成２２年度の保険料を、予算算定時の数字と決算時で比較しております。

決算時の数字と申しますのは収支の均衡を保つために、本来賦課していなければな

らない金額をあらわしています。 

ここにあります数字は被保険者１人について、1 か月当たりの平均を示しておりま

すが医療給付費分、介護納付金分、後期高齢者支援金分、それぞれで実際に賦課し

た保険料と決算上あるべき保険料との間で乖離が生じております。特に介護納付金

分では対象となる４０歳から６４歳の被保険者の収納率が、全体の平均より低くな

っているため、特に乖離が激しく１０％以上の隔たりがあるのが現状です。予算算

定時においても保険料算定のルールに基づいて保険料計算を行っているのですが、

実際には必要な保険料が確保されていない現状が現れています。 

３ページをご覧ください。平成２４年度予算を考える上での新たな赤字要因を挙

げてみました。保険給付費の伸びは、過去５年間で平均４．４７％増加しているこ

とを踏まえ９億８，０００万円増加することが見込まれます。国民健康保険の制度

上約半分は、国・府の補助金等で手当てされることになりますので、半分の４億９，

０００千万円が影響額となります。 

前期高齢者交付金については、概算交付を受け２年後に精算をする制度になって

いますが、制度発足当初の平成２０年度、２１年度の概算交付額が過小であったた

め、平成２２年度に１０億円、平成２３年度に１２億円の精算がそれぞれございま

した。平成２２年度からは過去の実績に基づき概算交付額が引き上げられ、過年度

精算にまわされる分が減少したため、２年後の平成２４年度において精算見込み額

は５億円に減少しております。平成２４年度分概算交付額の引上げ見込と差引いて

も約３億円の交付金が減少する見込みです。これにつきましても、約半分は国・府

の別の補助金等で手当てされるため、影響額は半分の１億５，０００万円となりま

す。 
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第３番目の要素として共同事業拠出金の算定方法変更が上げられます。１レセプ

ト３０万円以上の高額医療費に対し、都道府県単位で各市が拠出を行い、交付金を

受けるシステムでございますが、この拠出金の算定方法に平成２３年度からこれま

での人数割と医療費割に加え、所得割が導入され被保険者の平均所得が高い市町村

の拠出金が大幅に引き上げられることになりました。北摂各市はほとんど軒並み拠

出増になるわけですが、本市で約３億２，０００万円の拠出増となりました。これ

に対しては本市としましても反対の意見表明をしまして、平成２３年度については

府のほかの補助金で手当てする、激変緩和措置がとられたところですが、平成２４

年度についてはそれもなくなり、３億２，０００万円が影響額として残ることとな

ります。 

第４番目には、保険料算定上の予定収納率と実態収納率の乖離の問題です。予算

算定時に保険料を算定する予定収納率は昭和５１年（１９７６年）に９７％から９

５％に引下げられて以来、据え置かれた状態になっております。平成２２年度では

実態収納率は８７．５５％でその乖離は７．４５％、金額にして約５億８，０００

万円の乖離を生じることになりこれが赤字要素になります。 

これらを合計いたしますと、１５億４，０００万円の影響額となります。御説明

申し上げました詳細につきましてはこの資料の４ページから７ページにお示しして

おります。その中で１点共同事業拠出金との関係で重要な直近の動きについて、御

報告申し上げます。参考資料の６ページをご覧ください。二番目の黒丸で財政運営

の都道府県広域化という項目がございます。平成２２年１２月の高齢者医療制度改

革会議の最終取りまとめの中で、国は平成３０年度（２０１８年度）を目途に国民

健康保険の都道府県単位の広域化を目指すとしてきましたが、それより早く実質的

な広域化を進める動きがございます。先ほど平成２３年度から共同事業の拠出金の

見直しにより、本市の拠出金が増えたという御報告を申し上げましたが、現在、国

は平成２７年度（２０１５年度）から共同事業の枠を現行の３０万円以上からすべ

ての医療費を対象とする方針を固め、今月開催される通常国会に法案を提出するこ

とを、表明しております。これが実現されれば、保険料賦課権など国保財政運営の

責任は市町村に残されたままで、保険給付に関しては都道府県の財布がひとつにな

るということで、実質的な都道府県単位の広域化が一挙に進むということになりま

す。 

また、これによる本市の拠出額は、現行よりさらに 7 億円増えることになります。 

4 ページにお戻りください、国民健康保険財政を圧迫している最大の要因は、やは

り保険給付費の伸びでございます。平成１２年度１３５億円であった保険給付費が

平成２２年は２３３億円ということで、１０年間で約１００億円伸びています。 

先程も保険給付費の約半分は国･府の補助金等で手当てされると申し上げました

が、残りの５０億円ですが、単年度にすると毎年５億円に対して何らかの財源確保

の手段を講じなければならないことになります。被保険者数が伸び続けた時期につ
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きましては、保険料収入が自然増により増え続けますので、大きな赤字にはならな

かったのですが、被保険者数は平成１９年度をピークに減少に転じております。 

一方保険料でございますが、三番目の黒丸に保険給付費の伸びに比例しない保険

料設定とあります。もうひとつの資料の１０ページ案件３―資料２をご覧ください。

網掛けのある部分は、前年度に比べて保険料を据え置いた年度でございます。これ

を見ると、平成６年度に５．２％の引上げをして以来、平成１９年度まで保険料は

据え置かれています。平成２０年度は網掛けがございませんがこの年、医療分保険

料が医療分と後期支援分に分かれたのですが、合計金額は据え置かれたままとなっ

ております。医療費の急増にもかかわらず、１４年間保険料が据え置かれてきたと

いうことには、社会情勢や被保険者の状況から保険料引き上げは困難との判断があ

ったものですが、現状では財政的に非常に厳しい状況となっています。 

平成２１年度に、限度額引き上げに合わせた形で中間層の引き下げを行わず１．

４％の引上げを行っておりますが、平成２２年度、平成２３年度につきましても保

険料は据え置かれております。累積赤字の解消は当然引続き、取組んでいくべき課

題ではございますが、これまで御報告した状況を踏まえまして、単年度の収支構造

を改善しなければ、赤字解消計画は絵に描いた餅になってしまいます。 

参考資料の８ページをご覧ください。単年度赤字解消の方策（歳入の確保）とし

てまず第１に保険料の適正な算定ということを挙げさせていただいております。保

険料の適正な算定という表現ですが、これは国･府の示したルールどおりの算定を行

った場合と御解釈ください。平成２４年度予算で保険料を算定する場合、先程、御

説明申し上げました赤字要素をすべて保険料に反映させた場合の試算では、２０．

４％の保険料引上げとなります。これは累積赤字を完全に無視して、単年度の収支

のみに着目した数値でございます。 

もうひとつの資料の１２ページをあわせてご覧ください。上段の表でございます

が、今後財政確保策を講じなかった場合と財政確保策を講じた場合に分けて３年間

の推移を見ております。今回３年でシミュレーションさせていただきましたのは、

先程、御報告申し上げましたように、平成２７年度に実質の都道府県広域化となる

制度改革が、行われる予定となっているためでございます。財源確保策を講じなか

った場合については、平成２６年度（２０１４年度）には累積赤字が倍増し、９３

億円に達する試算になっております。さらに２年後の平成２８年度（２０１６年度）

には１４０億円を超えるという数字も出ています。 

財源確保策を講じた場合ですが、3 年間で単年度収支を均衡させようとすれば年間

約６億４，０００万の追加財源を確保する必要があります。この場合でも３年間で

累積赤字は約１０億円増えて、約５５億円になります。 

下の表は、仮にこの財源確保策をすべて保険料収入で行った場合の保険料シミュ

レーションでございます。網掛け部分は保険料収入が給与収入の１割を超えるタイ

ミングでございまして、収入２００万円、３００万円の４人家族世帯では現行でも
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１割を超えているところですが、平成２６年度までに、ほとんどすべての層で、１

割を超えることになります。 

実際にはどのような方策を採っていくのかについては、次回運営協議会で御審議

をいただくことになりますが、現状では何らかの形で保険料引き上げに踏み込まざ

るを得ないと認識しております。 

なお、予定収納率と実態収納率の乖離を縮めるための予定収納率の引下げにつき

ましては、保険料引上げと同様の効果をもたらすことから、財源確保策としてあわ

せて検討してまいりたいと考えております。 

歳入確保策の第２番目でございますが、保険料の新たな徴収努力でございます。

現行の赤字解消計画の中では、平成２１年度から毎年、現年度収納率を１％引上げ

て平成２５年度には９０％にするということで平成２１年度、２２年度で約２．５％

の収納率引上げを図ってまいりました。早期に現行目標を達成し、新たな目標を設

定して参りたいと考えております。収納率の推移につきましては別資料１１ページ

案件３－資料３にお示しております。 

参考資料の９ページにお戻りいただきまして、各種補助金の確保につきましては

従来以上に綿密に検討し、国保事業の内容も精査してまいりたいと考えております。

一般会計からの繰入に関しましても厳しい財政事情の下でございますが、必要な繰

入金につきましては、引き続き確保に努力してまいります。大阪府の特別調整交付

金の算定基準に一般会計繰入金の内容が考慮されることになったため、一般会計繰

入の財政効果を減じることにならない工夫が、必要になってくると考えております。 

参考資料の１０ページをご覧ください。歳出の削減策でございますが、増え続け

る医療費を少しでも抑えないことには健康保険財政は維持可能なものとはなりませ

ん。長期的には現在行っております医療費分析の結果を市民の皆さんに返しつつ健

康づくり運動とも合わせて、進めていくことが必要と考えておりますが、短期的に

も必要な対策をさらに強化していきたいと考えております。 

二番目の黒丸で経費の削減として、先程、御議論をいただきました前納報奨金の

廃止をあげさせていただきました。先程、お示したシミュレーションで、年間必要

な財源確保額を６億４，０００万円として、５，０００万円の前納報奨金の経費は

決して少ないものではないと考えております。 

１１ページには、今後の進め方の中で市民への情報発信の必要性を述べさせてい

ただいております。医療費分析は国保の財政状況などを広報やホームページで逐次

提供する中で、市民の皆様とともに市民の健康を守る施策を進めて参りたいと考え

ております。 

以上、雑駁となりましたが国民健康保険財政の問題点等につきまして御報告申し

上げました。御審議賜りますようよろしくお願いいたします。 

（会長）事務局の説明が終わりました。時間も迫っておりますので、この件につき

ましては、資料要求をいたしまして、次回１月２６日開催の運営協議会で、議論、
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審査してまいりたいと思います。資料要求等ございますか。 

（Ａ委員）１番目に所得階層別の保険料の推移（１００万円刻みで過去１０年）、

２番目に所得階層別の滞納状況（１００万円刻みで過去１０年）、３番目に府内 

各市一般会計繰入状況（総額、被保険者数、一人あたり、順位）、４番目に歳入歳

出の費目別の状況（２００１年度以降、２０１１年見込み）、５番目に一般会計繰

入の積算基礎票（最新版）、６番目に財源確保策を講じた場合の試算（一般会計繰

入に重点を置いた試算、単年度・累積赤字も）、７番目に広域化についての意見等

の状況（会議の資料など）、８番目に国庫負担割合の状況、以上の資料を要求いた

します。 

（Ｈ委員）１番目に徴収体制と業務内容、（平成２４年度体制と現行との比較） 

２番目に医療費分析等の歳出削減策の中身、３番目に保健指導の状況（保健指導の

人数と内容、医師会の協力体制、これまでの経緯）、以上の資料を要求いたします。 

（Ｅ委員）１番目に国保健診の受診率（年代別、性別で過去３年）向上策、２番目

に一般会計繰入の推移（ピーク時以降、金額と率）、３番目に国庫負担割合の推移

（ピーク時以降、金額と率）、以上の資料を要求いたします。 

 資料については、事前に届けていただきたいと思います。 

（会長）他に何か資料要求等ありますか。特に無いようでしたら、次に「４ その

他」に入ります。 

（事務局）他市視察といたしまして、２月９日午後又は２月１０日午後に豊中市視

察を予定しておりますので、お諮りをお願いいたします。 

 各委員に日程都合確認 

（会長）視察は２月９日午後に決定いたします。詳細は、事務局と相談後、情報発信 

してまいります。 

 それでは、以上で会議を閉じたいと思います。どうもありがとうございました。 


